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『
史
記
』
本
紀
に
は
「
秦
本
紀
」
に
三
例
（
注
9
)
、
「
秦
始
皇
本
紀
」

に
四
例
、
「
孝
景
本
紀
」
に
三
例
、
そ
し
て
「
孝
武
本
紀
」
に
一
例

の
彗
星
記
録
が
見
え
る
。

「
秦
本
紀
」
で
は
始
皇
帝
の
曾
祖
父
で
あ
る
昭
襄
王
の
二
年
（
前

三
0
五
）
•
四
年
（
前
三
0
三
）
及
び
十
一
年
（
前
二
九
六
）
に
「
彗

あ
ら

星
見
わ
る
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
の
彗
星
記
録
に
も
彗
星
の
応
徴
を

説
明
す
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
二
年
に
は
彗
星
が
観
察
さ
れ

た
後
に
昭
襄
王
の
庶
子
の
長
で
あ
る
牡
が
大
臣
や
公
子
ら
と
謀
反

を
企
て
失
敗
し
誅
殺
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
、
十
一
年
に
は
彗

星
が
現
れ
る
前
に
齊
・
韓
・
魏
・
趙
・
宋
・
中
山
の
諸
国
が
連
合
し
て
秦

を
攻
撃
し
、
和
睦
の
た
め
に
秦
は
韓
・
魏
に
河
北
の
地
と
封
陵
と
を

与
え
た
と
あ
る
。

必
ず
し
も
彗
星
の
応
徴
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
「
六
國
年
表
」

に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
彗
星
見
わ
る
。
桑
君
、
乱
を
為
し
誅
さ
る
」
、
「
彗

四

古
代
中
国
の
彗
星
予
言
（
後
）

『
史
記
』
の
彗
星
記
録

星
見
わ
る
。
復
た
魏
に
封
陵
を
典
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
実
と

重
ね
合
わ
せ
る
と
、
司
馬
遷
の
意
識
下
に
古
来
の
凶
星
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
こ

れ
は
「
天
官
書
」
の
次
の
一
文
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
「
秦
始
皇
本

紀
」
の
彗
星
記
録
の
伏
線
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

秦
始
皇
の
時
、
十
五
年
に
彗
星
四
た
び
見
わ
る
。
久
し
き
者

わ
た

は
八
十
日
、
長
き
も
の
或
い
は
天
に
覚
る
。
其
の
後
、
秦
、

遂
に
兵
を
以
て
六
王
を
滅
ぼ
し
、
中
國
を
井
せ
、
外
は
四
夷

を
攘
い
、
死
人
、
胤
麻
の
如
し
。
因
り
て
以
て
張
楚
蚊
び
起

こ
り
、
三
十
年
の
間
、
兵
相
い
飴
藉
す
る
こ
と
勝
げ
て
敷
う

可
か
ら
ず
。

始
皇
帝
が
六
国
を
統
す
る
前
の
十
五
年
間
に
観
測
さ
れ
た
彗

星
は
四
度
。
こ
こ
で
は
度
々
現
れ
る
彗
星
の
中
に
八
十
日
間
も
観

測
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
彗
の
長
さ
が
天
空
い
っ
ぱ

い
に
広
が
っ
た
こ
と
な
ど
を
特
異
な
現
象
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、

串

田

久

治
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「
其
の
後
、
秦
、
遂
に
兵
を
以
て
六
王
を
滅
ぼ
し
云
々
」
と
、
四

度
に
及
ぶ
彗
星
の
出
現
と
そ
の
異
常
な
現
象
が
漢
王
朝
開
闘
ま
で

の
三
十
年
間
の
無
数
の
戦
乱
の
前
触
れ
で
あ
っ
た
と
言
う
か
の
よ

う
に
、
彗
星
の
も
た
ら
し
た
不
幸
を
併
記
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
こ
と
か
ら
司
馬
遷
が
彗
星
を
全
き
不
幸
の
予
言
者
と
見
て
い
る

と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
始
皇
帝
が
導
い
た
戦
乱
は
不
幸
で

あ
っ
た
が
、
「
中
國
を
井
せ
、
外
は
四
夷
を
攘
」
っ
た
事
実
は
、
「
凶

ふ
る

稿
を
掃
除
し
、
故
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
」
（
『
石
氏
占
』
）
と

の
古
来
の
彗
星
観
と
一
致
す
る
。
司
馬
遷
は
明
ら
か
に
こ
の
彗
星

観
に
則
っ
て
い
る
。

さ
て
、
「
天
官
書
」
に
「
四
た
び
見
わ
る
」
と
言
う
始
皇
帝
の
時

の
彗
星
記
録
は
、
「
秦
始
皇
本
紀
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

七
年
、
彗
星
、
先
に
東
方
に
出
で
、
北
方
に
見
わ
れ
、
五
月
、

西
方
に
見
わ
る
。
将
軍
蒙
驚
死
す
。
龍
・
孤
・
慶
都
を
攻
む
る

を
以
て
、
還
兵
も
て
汲
を
攻
む
。
彗
星
、
復
た
西
方
に
見
わ

る
る
こ
と
十
六
日
。
夏
太
后
死
す
。

九
年
、
彗
星
見
わ
れ
、
或
い
は
天
に
党
る
。
魏
の
垣
・
蒲
陽

を
攻
む
。
四
月
、
上
、
薙
に
宿
す
。
己
酉
、
王
、
冠
し
、
剣

を
帯
ぶ
。
長
信
侯
毒
、
風
を
作
し
て
覺
し
、
王
の
御
璽
及
び

い
つ
わ

太
后
の
璽
を
矯
り
て
以
て
縣
卒
及
び
衛
卒
・
官
騎
・
戎
蛮
の
君

公
・
舎
人
を
殺
し
、
将
に
斯
年
宮
を
攻
め
て
風
を
為
さ
ん
と
欲

せ
ん
と
す
。
王
、
之
れ
を
知
り
、
相
國
昌
平
君
・
昌
文
君
を
し

て
卒
を
殺
し
て
毒
を
攻
め
し
む
。
咸
陽
に
戦
い
、
首
を
斬
る

も
の
敷
百
、
皆
な
爵
を
拝
す
。
及
び
宦
者
の
皆
な
戦
中
に
在

り
し
も
の
も
、
亦
た
爵
一
級
を
拝
す
。
毒
等
、
敗
走
す
。
即

ち
國
中
に
令
し
、
毒
を
生
得
す
る
も
の
有
ら
ば
、
錢
百
萬
を

賜
い
、
之
れ
を
殺
さ
ば
、
五
十
萬
と
。
盛
＜
毒
等
を
得
。
衛

尉
娼
・
内
史
騨
・
佐

t
娼
・
中
大
夫
令
齊
等
二
十
人
、
皆
な
巣
首

と
な

さ
る
。
車
裂
し
て
以
て
拘
え
、
其
の
宗
を
滅
ぼ
す
。
及
び
其

の
舎
人
、
轄
き
者
を
鬼
薪
と
為
す
。
及
び
爵
を
奪
い
蜀
に
遷

す
も
の
四
千
餘
家
、
房
陵
に
家
せ
し
む
。
是
の
月
、
寒
凍
に

し
て
、
死
す
る
者
有
り
。
楊
端
和
、
術
氏
を
攻
む
。
彗
星
、

西
方
に
見
わ
れ
、
又
た
北
方
に
見
わ
れ
、
斗
よ
り
以
南
、
八

十
日
。

十
三
年
、
桓
顧
趙
の
平
陽
を
攻
め
、
趙
の
将
題
輻
を
殺
し
、

首
を
斬
る
も
の
十
萬
。
王
、
河
南
に
之
く
。
正
月
、
彗
星
、

東
方
に
見
わ
る
。
十
月
、
桓
鮪
、
趙
を
攻
む
。

こ
の
よ
う
に
、
「
秦
始
皇
本
紀
」
の
彗
星
記
録
か
ら
は
七
年
に
二

度
、
九
年
に
二
度
、
そ
し
て
十
三
年
に
一
度
、
合
計
五
度
を
数
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
を
「
六
國
年
表
」
と
突
き
合

わ
せ
る
と
、
「
彗
星
、
北
方
・
西
方
に
見
わ
る
」
（
七
年
）
、
「
彗
星

見
わ
れ
、
天
に
畢
る
。
…
…
彗
星
、
復
た
見
わ
る
」
（
九
年
）
、
「
彗

(48) 
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星
見
わ
る
」
(
+
三
年
）
と
、
「
天
官
書
」
に
い
う
四
度
と
は
七
年
・

九
年
（
二
度
）
及
び
十
三
年
の
四
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す

る
に
、
七
年
の
彗
星
出
現
を
ひ
と
つ
の
現
象
と
し
て
い
る
（
注
10)0

さ
て
、
始
皇
七
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
始
皇
帝
の
身
辺
に

大
き
な
事
件
が
立
て
続
け
に
起
き
て
い
る
（
注
11)
。
始
皇
七
年
、
曾

祖
父
昭
襄
王
以
来
秦
に
仕
え
て
功
を
あ
げ
て
き
た
将
軍
蒙
驚
が
死

亡
し
、
続
け
て
夏
太
后
（
父
旺
襄
王
の
生
母
、
す
な
わ
ち
始
皇
帝

の
祖
母
）
も
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
ろ
に
始
皇
帝

は
相
国
呂
不
茸
の
裏
切
り
行
為
、
実
母
と
呂
不
章
と
の
密
通
の
事

実
、
母
親
の
淫
乱
の
数
々
、
母
太
后
が
宦
官
と
偽
っ
て
愛
人
を
囲

い
男
児
二
人
を
生
ん
だ
こ
と
、
謬
毒
が
そ
の
子
を
後
継
者
と
す
る

べ
く
反
乱
を
謀
っ
て
い
る
こ
と
、
呂
不
章
ま
で
そ
れ
に
関
与
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
始
皇
九
年
、
始
皇
帝
は
謬
毒
の
三
族

を
夷
滅
し
、
母
太
后
と
の
間
に
生
ま
れ
た
二
子
を
殺
し
、
太
后
を

宛
に
遷
し
、
嬬
毒
の
舎
人
を
蜀
に
遷
し
た
。
翌
十
年
、
始
皇
帝
は

呂
不
章
を
罷
免
し
、
十
二
年
に
自
殺
に
追
い
込
ん
で
こ
れ
を
密
か

に
葬
っ
た
。

素
直
に
見
れ
ば
、
始
皇
七
年
の
二
度
の
彗
星
は
、
先
の
も
の
は

蒙
驚
の
死
、
後
の
も
の
は
夏
太
后
の
死
と
の
関
連
性
を
暗
示
し
て

い
る
。
九
年
の
先
の
彗
星
は
謬
毒
の
反
乱
と
一
族
の
一
掃
を
意
味

す
る
も
の
、
後
の
八
十
日
に
も
及
ん
だ
彗
星
は
、
そ
の
後
の
呂
不

章
の
免
官
と
自
殺
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
十
三
年
に
秦
の
将
軍
桓
騎
が
趙
を
攻
撃
し
て
趙
の
将
軍

履
輻
を
殺
し
、
斬
首
十
万
、
更
に
十
月
に
再
び
趙
を
攻
撃
し
た
。

す
で
に
相
国
呂
不
掌
か
ら
も
完
全
に
自
由
に
な
っ
た
始
皇
帝
は
、

こ
の
後
十
七
年
に
韓
を
併
合
し
、
つ
い
で
趙
・
魏
・
楚
・
燕
・
齊
を
破

っ
て
六
国
を
統
合
し
た
。
十
三
年
正
月
の
彗
星
は
ま
さ
に
戦
国
時

代
の
終
焉
と
始
皇
帝
に
よ
る
新
時
代
の
幕
開
け
を
「
故
き
を
除
い

新
し
き
を
布
く
」
彗
星
占
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
「
孝
景
本
紀
」
の
三
例
を
見
て
み
よ
う
。

も
と

二
年
春
、
故
の
相
國
蒲
何
の
孫
係
を
封
じ
て
武
陵
侯
と
為
す
。

男
子
二
十
に
し
て
偲
す
こ
と
を
得
。
四
月
壬
午
、
孝
文
太
后

崩
ず
。
廣
川
・
長
沙
王
、
皆
な
國
に
之
く
。
丞
相
申
屠
嘉
卒

す
。
八
月
、
御
史
大
夫
開
封
侯
陶
青
を
以
て
丞
相
と
為
す
。

彗
星
、
東
北
に
出
づ
。
秋
、
衡
山
に
雹
雨
る
。
大
な
る
者
は

五
寸
、
深
き
者
は
二
尺
゜
焚
惑
、
逆
行
し
て
北
辰
を
守
る
。

月
、
北
辰
の
間
に
出
づ
。
歳
星
、
天
廷
中
に
逆
行
す
。
南
陵

及
び
内
史
・
設
蒻
を
置
き
て
縣
と
為
す
。

三
年
正
月
乙
巳
、
天
下
に
赦
す
。
長
星
、
西
方
に
出
づ
。
天

火
あ
り
、
維
陽
の
東
宮
の
大
殿
城
室
を
播
く
。
呉
王
湧
・
楚
王

戊
・
趙
王
遂
・
膠
西
王
印
・
清
南
王
辟
光
・
蕃
川
王
賢
・
膠
東
王
雄

む

渠
反
し
、
兵
を
骰
し
て
西
に
郷
か
う
。
天
子
、
為
に
晟
錯
を

誅
し
、
哀
益
を
遣
わ
し
て
諭
告
せ
し
む
る
も
止
め
ず
、
遂
に

(49) 
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西
の
か
た
梁
を
園
む
。
上
、
乃
ち
大
将
軍
賓
嬰
・
大
尉
周
亜
夫

を
遣
わ
し
、
兵
を
将
い
て
之
れ
を
誅
せ
し
む
。

中
三
年
冬
、
諸
侯
の
御
史
中
丞
を
罷
む
。
春
、
匈
奴
の
王
二

人
、
其
の
徒
を
率
い
て
来
り
て
降
る
。
皆
な
封
じ
て
列
侯
と

為
す
。
皇
子
方
乗
を
立
て
て
消
河
王
と
為
す
。
三
月
、
彗
星
、

西
北
に
出
づ
゜
丞
相
周
亜
夫
免
ぜ
ら
れ
、
御
史
大
夫
桃
侯
劉

舎
を
以
て
丞
相
と
為
す
。
四
月
、
地
動
く
。
九
月
戊
戌
晦
‘

日
食
す
。
東
都
門
外
に
軍
す
。

「
秦
始
皇
本
紀
」
に
比
べ
る
と
、
「
孝
景
本
紀
」
の
二
年
（
前
一

五
五
）
と
中
三
年
（
前
―
四
七
）
の
二
例
に
は
彗
星
と
結
び
付
く

不
幸
な
事
件
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
彗
星
の
出
現
は
焚
惑
（
火
星
）
．

歳
星
（
木
星
）
の
異
常
運
行
、
あ
る
い
は
日
食
や
地
震
や
雹
と
同

様
、
観
測
さ
れ
た
事
実
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
三
年
（
前

一
五
四
）
の
長
星
は
呉
楚
七
国
の
叛
乱
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
星
と
は
彗
星
の
一
種
で
、
そ
の

光
ザ
亡
が
長
く
一
直
線
に
天
空
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
（
注
12)
が
、
こ
の
彗
星
観
測
後
に
起
き
た
天
火
（
落
雷
）
を

併
記
し
て
い
る
た
め
、
彗
星
を
そ
の
予
兆
と
し
て
い
る
と
は
断
言

で
き
な
い
。
「
呉
・
楚
七
國
の
叛
逆
す
る
や
、
彗
星
敷
丈
に
し
て
、

天
狗
、
梁
の
野
を
過
ぐ
。
兵
起
こ
る
に
及
び
て
、
遂
に
戸
を
伏
し

其
の
下
に
流
血
す
」
と
、
「
天
官
書
」
か
ら
は
彗
星
と
呉
楚
七
国
の

叛
乱
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
「
景
帝
紀
」

に
あ
る
二
年
と
三
年
の
彗
星
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が
。
ま
た
、
逆
に
本
紀
に
あ
る
中
三
年
三
月
の
彗
星
記
録
は
「
天

官
書
」
に
見
え
な
い
。

同
様
の
不
統
一
は
「
孝
武
本
紀
」
に
も
あ
る
。
「
天
官
書
」
に
「
朝

鮮
の
抜
か
る
る
や
、
星
、
河
の
戌
に
弗
し
、
兵
、
大
宛
を
征
す
る

や
、
星
、
招
揺
に
弗
す
」
と
、
武
帝
に
よ
る
朝
鮮
・
西
域
討
伐
を
譴

責
す
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
彗
星
で
あ
る
が
、
本
紀
で
は
「
其

の
秋
、
星
、
東
井
に
弗
す
る
有
り
。
後
十
餘
日
に
し
て
、
星
、
三

能
に
弗
す
る
有
り
」
と
、
元
封
元
年
（
前
―
I

0
)
に
そ
の
記
録

が
あ
る
だ
け
で
太
初
年
間
に
彗
星
の
記
録
が
な
い
。
「
其
の
明
年
、

朝
鮮
を
伐
つ
」
（
元
封
三
年
）
、
「
是
の
歳
、
西
の
か
た
大
宛
を
伐

つ
」
（
太
初
元
年
）
と
記
す
の
に
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
紀
で
は
元

封
元
年
の
彗
星
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

望
氣
者
王
朔
言
え
ら
く
、
「
候
う
に
獨
だ
其
の
星
の
出
づ
る
と

き
韻
の
如
き
を
見
る
。
食
頃
に
し
て
復
た
入
る
」
と
。
有
司

言
い
て
曰
く
、
「
陛
下
、
漢
家
の
封
祠
を
建
つ
。
天
、
其
れ
徳

星
を
報
い
た
り
」
と
云
う
。

不
吉
の
象
徴
で
あ
る
彗
星
の
出
現
が
こ
こ
で
は
徳
星
と
さ
れ
て

い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
武
帝
に
阿
誤
す
る
者
の
言
で
あ
る
が
、

一
方
で
彗
星
は
戦
乱
を
予
感
さ
せ
る
と
し
た
司
馬
遷
が
、
そ
の
同
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と
容
認
す
る
な

じ
彗
星
を
こ
こ
で
「
天
が
武
帝
の
徳
に
報
い
た
」

ど
考
え
ら
れ
な
い
。

い
ま
ひ
と
つ
、
「
淮
南
列
偲
」
に
記
録
さ
れ
る
武
帝
建
元
六
年
（
前

一
三
五
）
の
彗
星
が
あ
る
。
こ
の
彗
星
に
つ
い
て
は
「
孝
武
本
紀
」

も
「
天
官
書
」
も
全
く
触
れ
な
い
が
、
「
淮
南
列
偲
」
に
次
の
よ
う

に
あ
る
。建

元
二
年
に
及
び
、
淮
南
王
、
入
朝
す
。
素
よ
り
武
安
侯
に

む
か

善
し
。
武
安
侯
、
時
に
太
尉
為
り
、
乃
ち
王
を
覇
上
に
逆
え
、

王
と
語
り
て
曰
く
、
「
方
今
、
上
、
太
子
無
し
。
大
王
、
親
し

く
高
皇
帝
の
孫
に
し
て
、
仁
義
を
行
う
こ
と
、
天
下
、
聞
か

も

ざ
る
莫
し
。
郁
し
宮
車
一
日
晏
駕
せ
ば
、
大
王
に
非
ず
し
て

嘗
に
誰
か
立
つ
べ
き
者
ぞ
」
と
。
淮
南
王
、
大
い
に
喜
び
、

厚
く
武
安
侯
に
金
財
物
を
逍
り
、
陰
か
に
賓
客
を
結
び
、
百

姓
を
附
循
し
、
畔
逆
の
事
を
為
さ
ん
と
す
。
建
元
六
年
、
彗

星
見
わ
る
。
淮
南
王
、
心
に
之
れ
を
怪
し
む
。
或
る
ひ
と
王

に
説
き
て
日
く
、
「
先
に
呉
の
軍
起
こ
り
し
時
、
彗
星
、
出
で

て
長
さ
敷
尺
。
然
る
に
尚
お
流
血
す
る
こ
と
千
里
。
今
、
彗

星
、
長
さ
天
に
覚
る
。
天
下
、
兵
、
営
に
大
い
に
起
こ
る
べ

し
」
と
。
王
、
心
に
以
為
え
ら
く
、
上
、
太
子
無
し
、
天
下
、

雙
有
ら
ば
、
諸
侯
蚊
び
争
わ
ん
と
。
愈
A
盆
A
器
械
攻
戦
の

具
を
治
め
、
金
錢
を
積
み
て
郡
・
國
・
諸
侯
の
塀
士
奇
材
に
賂

遺
す
。
諸
A

の
推
士
、
方
略
を
為
す
者
、
妄
り
に
妖
言
を
作

し
、
王
に
餡
誤
し
、
王
喜
び
、
多
く
金
錢
を
賜
う
。
而
し
て

謀
反
滋
A
甚
し
。

淮
南
王
が
武
帝
に
対
し
て
「
畔
逆
の
事
を
為
さ
ん
と
」
し
て
い

た
矢
先
の
こ
と
、
「
長
さ
天
に
黄
る
」
ほ
ど
の
彗
星
が
現
れ
た
こ
と

に
淮
南
王
は
「
心
に
之
れ
を
怪
し
」
み
、
心
の
不
安
を
訴
え
て
い

る
。
「
或
る
ひ
と
」
は
呉
楚
七
国
の
乱
の
際
に
現
れ
た
彗
星
を
例
に
、

淮
南
王
に
謀
反
を
決
意
さ
せ
る
。

実
は
こ
の
謀
反
に
は
王
太
后
の
弟
武
安
侯
田
蛉
が
深
く
関
与
し

て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
と
の
骨
肉
の
争
い

が
淮
南
・
衡
山
両
国
の
領
地
没
収
と
い
う
悲
劇
を
生
ん
だ
こ
と
な

ど
、
武
帝
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
く
、
武
帝
の
過
誤
を
批
判
す
る

司
馬
遷
に
と
っ
て
も
疎
か
に
で
き
な
い
事
件
で
あ
っ
た
（
注
13)
。
そ

の
時
に
現
れ
た
天
空
を
覆
う
ほ
ど
の
彗
星
、
戦
乱
や
流
血
の
予
兆

と
し
て
定
着
し
て
い
る
彗
星
が
、
「
孝
武
本
紀
」
は
と
も
か
<
(
注
14)

、

「
（
天
文
現
象
は
）
未
だ
先
に
形
見
わ
れ
て
應
之
れ
に
随
わ
ざ
る
者

有
ら
ざ
る
な
り
」
（
天
官
書
）
と
、
先
に
天
象
に
徴
候
が
現
れ
、
そ

れ
に
反
応
す
る
か
の
よ
う
に
地
上
に
応
徴
が
現
れ
る
と
総
論
す
る

「
天
官
書
」
に
も
記
録
さ
れ
な
い
。
『
史
記
』
に
見
え
る
彗
星
記
録

は
整
合
性
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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五

『
漠
書
』
の
彗
星
予
言

『
漢
書
』
に
お
い
て
も
本
紀
と
志
（
天
文
志
・
五
行
志
）
と
の
間

に
不
一
致
が
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
年
代
等
の
矛
盾
を
追

及
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
『
史
記
』
の
場
合
と
同
様
、
本
紀
に

基
づ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
『
史
記
』
と
重
な
る
時
代
（
高
祖
か
ら
武
帝
ま
で
）
を
見

て
み
よ
う
。

（
三
年
）
秋
七
月
、
星
、
大
角
に
学
す
る
有
り
。
漢
王
、
韓

信
の
軍
を
得
、
復
た
大
い
に
振
る
う
。
（
高
帝
紀
上
）

『
史
記
』
に
は
な
か
っ
た
が
、
高
祖
の
時
の
彗
星
記
録
は
こ
れ

だ
け
で
あ
る
。
「
五
行
志
下
之
下
」
は
こ
れ
を
「
是
の
時
、
項
羽
、

楚
王
と
為
り
、
諸
侯
に
伯
た
り
。
而
る
に
漢
、
已
に
三
秦
を
定
め
、

羽
と
榮
陽
に
相
距
し
、
天
下
、
心
を
漢
に
蹄
し
、
楚
、
将
に
滅
び

ん
と
す
。
故
に
彗
、
王
位
を
除
う
な
り
。
一
に
曰
く
、
項
羽
、
秦

の
卒
を
院
に
し
、
宮
室
を
燒
き
、
義
帝
を
試
し
、
王
位
を
風
す
。

故
に
彗
、
之
れ
に
加
う
る
な
り
」
と
の
劉
向
の
見
解
で
説
明
す
る
。

こ
の
場
合
、
彗
星
は
い
か
に
も
高
祖
を
祝
福
す
る
た
め
に
出
現
し

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
要
す
る
に
占
星
「
凶
稿
を
掃
除
し
、

故
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
」
（
『
石
氏
占
』
）
に
基
づ
い
て
漢
王

朝
の
正
義
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

高
祖
の
次
に
見
え
る
の
は
文
帝
で
、
「
八
年
夏
、
淮
南
属
王
長
の

子
四
人
を
封
じ
て
列
侯
と
為
す
。
長
星
、
東
方
に
出
づ
る
有
り
」

（
文
帝
紀
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
帝
八
年
（
前
一
七
二
）

の
彗
星
記
録
は
「
天
文
志
」
に
も
「
五
行
志
」
に
も
な
い
。
「
五
行

志
」
に
あ
る
の
は
文
帝
後
七
年
（
前
一
五
七
）
の
次
の
記
録
で
あ

る。

文
帝
後
七
年
九
月
、
西
方
に
字
す
る
有
り
。
其
の
本
は

ぁ

尾
・
箕
に
直
た
り
、
末
は
虚
・
危
を
指
す
。
長
さ
丈
餘
、
天
漢

に
及
び
、
十
六
日
に
し
て
見
え
ず
。
劉
向
以
為
え
ら
く
、
「
尾

は
宋
の
地
、
今
の
楚
の
影
城
な
り
。
箕
は
燕
為
り
、
又
た
呉
・

越
・
齊
為
り
。
宿
、
漢
中
に
在
り
、
負
海
の
國
、
水
澤
の
地
な

り
。
是
の
時
、
景
帝
新
た
に
立
ち
、
晟
錯
を
信
用
し
、
将
に

諸
侯
王
を
誅
正
せ
ん
と
し
、
其
の
象
、
先
に
見
わ
る
。
後
三

年
、
呉
・
楚
・
四
齊
、
趙
七
國
と
兵
を
畢
げ
て
反
し
、
皆
な
誅

滅
さ
る
と
云
う
」
と
。
（
五
行
志
下
之
下
）

「
文
帝
後
七
年
九
月
」
と
あ
る
が
、
文
帝
は
こ
の
年
の
六
月
に

す
で
に
崩
御
し
て
い
る
か
ら
、
本
紀
で
は
「
景
帝
紀
」
に
採
録
さ

れ
る
。
劉
向
の
説
を
引
用
し
て
彗
星
出
現
は
後
に
起
こ
る
で
あ
ろ

う
事
件
（
戦
乱
）
を
予
見
す
る
も
の
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
班

固
は
こ
の
彗
星
が
景
帝
の
時
代
を
予
見
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
晟
錯
を
信
用
し
、
将
に
諸
侯
王
を
誅
正
せ
ん
と
し
、

其
の
象
、
先
に
見
わ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
彗
星
は
景
帝
の

不
明
と
軽
挙
を
謗
り
、
三
年
後
（
景
帝
三
年
）
の
呉
楚
七
国
の
乱

を
誘
発
し
た
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
景
帝
紀
」
に
は
こ
れ
以
外
に
、
二
年
（
前
一
五
五
）

冬
十
二
月
・
中
二
年
（
前
―
四
八
）
夏
四
月
・
中
三
年
（
前
―
四
七
）

秋
九
月
の
三
例
が
見
え
る
。
「
天
文
志
」
は
二
年
と
中
二
年
の
二
例

し
か
採
録
し
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
彗
星
が
現
れ
た
後
の
出
来
事
を

つ
ぶ
さ
に
記
載
す
る
。
二
年
の
彗
星
で
は
呉
楚
七
国
の
乱
の
事
を

記
し
、
諸
王
を
殺
し
「
遂
に
戸
を
伏
し
其
の
下
に
流
血
す
」
る
惨

事
と
な
っ
た
こ
と
を
彗
星
の
応
徴
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
二
年

の
彗
星
に
関
し
て
は
、
「
必
ず
破
國
の
風
君
、
其
の
慕
に
伏
死
す
る

有
り
。
背
購
は
梁
な
り
」
と
、
背
購
宿
が
梁
の
分
野
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
景
帝
の
弟
で
あ
る
梁
の
孝
王
（
劉
武
）
が
景
帝
の
後
継
に

な
ろ
う
と
し
て
哀
器
殺
害
を
目
論
ん
だ
事
件
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
彗
星
独
自
の
応
験
と
は
さ
れ
な
い
。

呉
楚
七
国
の
乱
は
孝
景
元
年
正
月
の
金
星
と
水
星
の
会
合
、
梁
の

孝
王
の
策
謀
は
金
星
と
木
星
の
異
常
運
行
が
そ
の
兆
候
と
し
て
併

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
武
帝
以
降
の
記
載
か
ら
は
彗
星
の
出
現
が
独
自
の
意

味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
『
史
記
』
孝
武
本
紀
で
は
元
封
元
年
の
一

例
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
で
は
「
秋
七
月
、
星
、
西

北
に
字
す
る
有
り
」
（
建
元
三
年
）
、
「
秋
九
月
、
星
、
東
北
に
字

す
る
有
り
」
（
建
元
四
年
）
、
「
秋
八
月
、
星
、
東
方
に
字
し
、
長

＜
天
に
黄
る
有
り
」
（
建
元
六
年
）
、
「
春
、
星
、
東
方
に
字
す
る

有
り
」
（
元
狩
三
年
）
、
「
春
、
星
、
東
北
に
字
す
る
有
り
。
夏
、

長
星
、
西
北
に
出
づ
る
有
り
」
（
元
狩
四
年
）
、
「
秋
、
星
、
東
井

に
学
し
、
又
た
三
台
に
字
す
る
有
り
」
（
元
封
元
年
）
と
、
都
合
八

回
も
彗
星
が
観
測
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
天
文
志
」
と
「
五

行
志
」
か
ら
摘
出
し
て
年
の
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

孝
武
建
冗
三
年
三
月
、
星
、
注
・
張
に
字
す
る
有
り
。
太
微
を

お
か

歴
て
紫
宮
を
干
し
、
天
漢
に
至
る
。
春
秋
に
、
「
星
、
北
斗
に

字
し
、
齊
・
宋
・
晉
の
君
、
皆
な
将
に
風
に
死
せ
ん
と
す
」
と
。

今
、
星
字
し
て
五
宿
を
歴
、
其
の
後
、
済
東
・
膠
西
・
江
都
王
、

皆
な
法
に
坐
し
て
削
闘
せ
ら
れ
て
自
殺
し
、
淮
南
（
注
15)

・
衡
山
、

謀
反
し
て
誅
さ
る
。
（
天
文
志
）

（
建
冗
）
三
年
四
月
、
星
、
天
紀
に
字
し
て
織
女
に
至
る
有
り
。

占
に
曰
く
、
「
織
女
は
女
嬰
有
り
、
天
紀
を
地
震
う
と
為
す
」

と
。
四
年
十
月
に
至
り
て
地
動
き
、
其
の
後
、
陳
皇
后
暖
さ

る
。
（
同
上
）

武
帝
建
冗
六
年
六
月
、
星
、
北
方
に
字
す
る
有
り
。
劉
向
以

為
え
ら
く
、
「
明
年
、
淮
南
王
安
入
朝
し
、
太
尉
武
安
侯
田
紛
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太
初
中
、
星
、
招
揺
に
字
す
。
星
偲
に
曰
く
、
「
客
星
、
招
揺

と
邪
謀
有
り
、
而
し
て
陳
皇
后
験
恣
な
り
。
其
の
後
、
陳
后

阪
さ
れ
、
而
し
て
淮
南
王
反
し
誅
さ
る
」
と
。
（
五
行
志
下
之

下）

わ
た

（
建
元
六
年
）
八
月
、
長
星
、
東
方
に
出
で
、
長
く
天
に
終
り
、

三
十
日
に
し
て
去
る
。
占
に
曰
く
、
「
是
れ
を
蛍
尤
の
旗
と
為

し
、
見
わ
る
れ
ば
則
ち
王
者
、
四
方
を
征
伐
す
」
と
。
其
の

お
よ

後
、
兵
、
四
夷
を
誅
し
、
敷
十
年
に
連
ぶ
。
（
同
上
）

元
守
四
年
四
月
、
長
星
、

は

な

は

を
伐
つ
こ
と
尤
甚
だ
し
。

又
た
西
北
に
出
づ
。

（
同
上
）

是
の
時
、
胡

元
封
元
年
五
月
、
星
、
東
井
に
学
し
、
又
た
三
台
に
字
す
る

有
り
。
其
の
後
、
江
充
、

OOL
を
作
し
、
京
師
紛
然
た
り
。
此

れ
明
ら
け
し
、
東
井
・
三
台
は
秦
の
地
為
る
の
放
な
る
こ
と
。

（
同
上
）

元
封
中
、
星
、
河
戌
に
字
す
る
有
り
。
占
に
曰
く
、
「
南
戌
を

越
の
門
と
為
し
、
北
戌
を
胡
の
門
と
為
す
」
と
。
其
の
後
、

つ
く

漢
の
兵
、
朝
鮮
を
撃
抜
し
、
以
て
柴
浪
・
玄
詞
郡
を
為
る
。
朝

鮮
は
海
中
に
在
り
、
越
の
象
な
り
。
北
方
に
居
り
、
胡
の
域

な
り
。
（
天
文
志
）

こ
ろ

を
守
れ
ば
、
横
夷
、
乱
有
り
、
民
、
君
を
死
す
」
と
。
其
の

後
、
漢
の
兵
、
大
宛
を
撃
ち
、
其
の
王
を
斬
る
。
招
揺
は
遠

夷
の
分
な
り
。
（
同
上
）

「
武
帝
紀
」
と
完
全
に
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
に

「
其
の
後
」
あ
る
い
は
「
是
の
時
」
と
し
て
具
体
的
事
件
が
記
録

さ
れ
る
。
『
左
氏
偲
』
文
公
十
四
年
や
占
星
、
あ
る
い
は
劉
向
の
説

な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
そ
の
後
に
起
き
た
戦
乱
•
動
乱
を
彗
星
の
応

験
と
し
て
い
る
。
た
だ
一
例
、
建
元
三
年
四
月
は
戦
乱
で
は
な
く

翌
年
の
地
震
発
生
と
元
光
五
年
（
前
一
三

O
)
に
陳
皇
后
が
廃
さ

れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
班
固
が
彗
星
の

応
験
と
し
て
挙
げ
た
事
件
が
彗
星
出
現
か
ら
か
な
り
の
年
月
を
経

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
建
元
三
年
（
前
一
三
八
）
三
月
で
は
「
滞

東
・
膠
西
・
江
都
王
、
皆
な
法
に
坐
し
て
削
馴
せ
ら
れ
て
自
殺
し
、

淮
南
・
衡
山
、
謀
反
し
て
誅
さ
」
れ
た
こ
と
を
彗
星
の
応
験
と
す
る

が
、
清
東
王
（
劉
彰
祖
）
が
甍
じ
た
の
は
征
和
元
年
（
前
九
二
）
、

膠
西
王
（
劉
端
）
に
子
が
な
く
国
を
除
か
れ
没
収
さ
れ
た
の
は
元

封
三
年
（
前
一
〇
八
）
、
江
都
王
（
劉
建
）
が
自
殺
し
国
を
除
か
れ

没
収
さ
れ
た
の
は
元
狩
二
年
（
前
―
ニ
―
)
、
淮
南
王
（
劉
安
）
と

衡
山
王
（
劉
賜
）
の
謀
反
が
発
覚
し
て
自
殺
し
た
の
は
元
狩
元
年

（
前
―
二
二
）
で
あ
る
。
ま
た
、
建
元
三
年
四
月
（
前
一
三
八
）

(54) 



3139 

の
応
験
「
陳
皇
后
廃
さ
る
」
は
元
光
五
年
（
前
一
三

O
)
、
元
封

元
年
（
前
―

-
O
)
の
応
験
「
江
充
、
乱
を
作
す
」
は
巫
盤
の
獄

の
こ
と
で
征
和
元
年
（
前
九
二
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
彗
星
出
現

か
ら
事
件
発
生
ま
で
早
く
て
八
年
、
殆
ど
十
数
年
か
ら
四
十
数
年

の
隔
た
り
が
あ
り
、
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
元

封
元
年
の
彗
星
は
『
史
記
』
武
帝
紀
で
望
気
者
王
朔
を
し
て
「
徳

星
」
と
誤
言
せ
し
め
た
も
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
不
合
理
を
正
そ

う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
強
引
で
あ
る
。

一
方
、
「
春
、
星
、
東
北
に
字
す
る
有
り
。
夏
、
長
星
、
西
北
に

出
づ
る
有
り
」
（
武
帝
紀
）
と
、
二
度
の
彗
星
が
出
現
し
た
元
守
四

年
（
前
―
―
九
）
の
応
験
「
胡
を
伐
つ
こ
と
尤
甚
だ
し
」
は
、
大

将
軍
衛
青
と
将
軍
雷
去
病
が
匈
奴
を
ゴ
ビ
砂
漠
の
北
で
撃
破
し
た

年
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
に
適
っ
て
お
り
、
し
か
も
班
固
は
「
雨
軍

の
士
、
死
者
、
敷
萬
人
」
（
武
帝
紀
）
と
、
武
帝
の
匈
奴
対
策
と
衛

青
・
霧
去
病
の
活
躍
が
い
か
に
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
た
か
を
記
す
こ

と
も
忘
れ
な
い
（
注
16)0

更
に
興
味
深
い
の
は
、
元
封
中
（
前
―

-
O
S
1
0
五
）
と
太

初
中
（
前
一

0
四

s
1
0
1
)
の
応
験
で
あ
る
。
「
天
文
志
」
に
あ

る
「
朝
鮮
を
繋
抜
し
、
以
て
柴
浪
・
玄
筑
郡
を
為
る
」
は
「
武
―
帝
紀
」

に
あ
る
「
（
元
封
三
年
）
夏
、
朝
鮮
、
其
の
王
右
渠
を
斬
り
て
降
り
、

其
の
地
を
以
て
柴
浪
・
臨
屯
・
玄
就
・
倶
番
郡
と
為
す
」
と
、
ま
た
「
大

宛
を
撃
ち
、
其
の
王
を
斬
る
」
は
同
じ
く
「
武
帝
紀
」
に
「
（
太
初

元
年
）
秋
八
月
、
安
定
に
行
幸
す
。
戴
師
将
軍
李
廣
利
を
遣
わ
し

天
下
の
譴
民
を
獲
し
て
西
の
か
た
大
宛
を
征
す
。
•
•
…
•
四
年
春
、

戴
師
将
軍
廣
利
、
大
宛
王
の
首
を
斬
り
、
汗
血
馬
を
獲
て
来
る
」

と
あ
っ
て
、
彗
星
の
出
現
と
そ
の
応
験
は
と
も
に
極
め
て
説
得
力

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
二
例
の
班
固
の
解
釈
は
、
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
司
馬
遷
が
「
天
官
書
」
に
お
い
て
残
し
た
彗
星
記

録
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
昭
帝
以
降
の
彗
星
記
録
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
紀
に
は

昭
帝
の
時
に
二
例
、
宣
帝
に
三
例
、
元
帝
に
一
例
、
成
帝
に
二
例
、

哀
帝
に
一
例
記
録
さ
れ
る
。

昭
帝
の
場
合
、
「
天
文
志
」
と
「
五
行
志
」
、
い
ず
れ
に
も
彗
星

に
言
及
し
な
い
。
後
元
二
年
（
前
八
七
）
秋
の
彗
星
に
つ
い
て
は
、

本
紀
に
「
冬
、
匈
奴
、
朔
方
に
入
り
、
吏
民
を
殺
略
す
。
軍
を
殺

し
て
西
河
に
屯
し
、
左
将
軍
架
を
北
邊
に
行
か
し
む
」
と
あ
り
、

こ
れ
を
そ
の
応
験
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
始
元

三
年
（
前
八
四
）
の
彗
星
に
つ
い
て
は
本
紀
に
も
応
験
ら
し
き
記

述
は
な
い
。

そ
も
そ
も
昭
帝
の
治
世
に
お
け
る
予
言
的
記
録
は
「
五
行
志
」

に
非
常
に
多
い
。
と
り
わ
け
昭
帝
の
晩
年
か
ら
崩
御
後
に
か
け
て
、

睦
弘
と
夏
侯
勝
が
昭
帝
亡
き
後
の
昌
邑
王
賀
（
隊
帝
）
と
史
皇
孫

の
子
（
宣
帝
）
の
廃
位
と
即
位
を
予
言
し
て
い
た
こ
と
は
顕
著
な

例
で
あ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
雷
光
と
上
官
父
子
で
あ
り
、
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昭
帝
の
姉
那
邑
公
主
を
も
巻
き
込
ん
だ
上
官
皇
后
を
め
ぐ
る
彼
ら

の
抗
争
は
、
昭
帝
亡
き
後
に
も
尾
を
引
い
た
（
注
17)
。
実
は
、
班
固

は
「
昭
帝
紀
」
に
お
い
て
後
元
二
年
（
前
八
七
）
の
彗
星
出
現
の

記
録
に
先
立
ち
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

後
元
二
年
二
月
、
上
（
武
帝
）
疾
病
し
、
遂
に
昭
帝
を
立
て
て

太
子
と
為
す
。
年
八
歳
。
侍
中
奉
車
都
尉
雷
光
を
以
て
大
司

馬
大
将
軍
と
為
し
、
遺
詔
を
受
け
て
少
主
を
輔
せ
し
む
。
明

日
、
武
帝
崩
ず
。
戊
辰
、
太
子
、
皇
帝
の
位
に
即
き
、
高
廟

に
謁
す
。
帝
の
姉
那
邑
公
主
、
湯
沐
の
邑
を
盆
し
て
長
公
主

と
為
し
、
省
中
に
共
養
す
。
大
将
軍
光
、
政
を
乗
り
、
尚
書

の
事
を
領
し
、
車
騎
将
軍
金
日
暉
・
左
将
軍
上
官
架
、
焉
れ
を
副

く
。
夏
六
月
、
天
下
に
赦
す
。
秋
七
月
、
星
、
東
方
に
字
す

る
有
り
。

後
元
二
年
二
月
、
武
帝
が
崩
御
し
て
昭
帝
が
即
位
し
た
時
、
昭

帝
は
わ
ず
か
八
歳
で
あ
っ
た
。
武
帝
の
遺
言
に
従
い
大
将
軍
糧
光

に
幼
帝
昭
帝
を
補
佐
さ
せ
た
こ
と
、
金
日
碑
と
上
官
架
が
そ
の
下

位
に
あ
る
こ
と
、
那
邑
公
主
へ
の
優
遇
な
ど
、
彗
星
は
そ
れ
ら
の

誤
っ
た
施
政
に
反
応
し
て
出
現
し
た
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
記
述
で

あ
る
。
霧
光
が
昭
帝
元
服
後
も
政
権
を
返
還
し
な
か
っ
た
こ
と
、

昭
帝
崩
御
後
の
天
子
の
廃
立
を
自
ら
の
野
望
実
現
に
利
用
し
た
こ

と
、
宣
帝
の
皇
后
許
氏
を
毒
殺
し
（
手
を
下
し
た
の
は
妻
で
あ
る

が
）
娘
を
皇
后
（
雷
皇
后
）
に
据
え
た
こ
と
、
そ
し
て
雹
氏
一
族

が
夷
滅
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
次
の
宣
帝
地
節
元
年
（
前
六

九
）
の
彗
星
出
現
に
よ
っ
て
一
層
効
果
的
に
説
明
さ
れ
る
。

そ
の
前
年
（
本
始
四
年
）
、
四
十
九
も
の
郡
国
で
地
震
が
発
生
し
、

山
崩
れ
や
水
害
の
被
害
が
出
た
こ
と
を
知
っ
た
宣
帝
が
下
し
た
詔

に
は
、
「
蓋
し
災
異
な
る
者
は
、
天
地
の
戒
な
り
。
朕
、
洪
業
を
承

け
、
宗
廟
を
奉
じ
、
士
民
の
上
に
託
さ
る
る
も
、
未
だ
露
生
を
和

さ

き

す
る
こ
と
能
わ
ず
。
乃
者
に
地
、
北
海
・
浪
邪
に
震
い
、
祖
宗
の
廟

を
壊
つ
。
朕
、
甚
だ
焉
れ
を
櫂
る
」
（
宣
帝
紀
）
と
あ
る
。
災
異
は

天
の
統
治
者
へ
の
戒
め
と
す
る
災
異
説
が
こ
の
詔
に
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
宣
帝
は
反
省
の
上
に
被
災
者
救
済
の

善
政
を
施
し
た
。
果
た
し
て
五
月
に
鳳
凰
が
北
海
の
安
丘
・
淳
子
に

集
い
、
災
禍
は
避
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
地
節

元
年
、
彗
星
が
現
れ
た
。

宣
帝
地
節
元
年
正
月
、
星
、
西
方
に
学
す
る
有
り
、
太
白
を

ば
か

去
る
こ
と
二
丈
所
り
。
劉
向
以
為
え
ら
く
、
「
太
白
は
大
将
為

り
。
彗
字
、
之
れ
に
加
う
る
は
、
掃
滅
の
象
な
り
」
と
。
明

年
、
大
将
軍
雷
光
斃
じ
、
後
二
年
、
家
夷
滅
さ
る
。
（
五
行

志
下
之
下
）

こ
の
よ
う
に
、
彗
星
の
「
掃
滅
の
象
」
は
霞
光
一
族
誅
滅
と
し

て
現
実
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
昭
帝
の
時
に
す
で
に
予
兆
が

(56) 



3141 

赤
黄
色
に
し

あ
っ
た
（
注
18)
が
、
天
は
地
節
元
年
の
彗
星
で
雹
光
に
再
び
警
告
し

た
も
の
の
、
霧
氏
一
族
の
専
断
は
一
向
に
止
ま
ず
、
果
た
し
て
ニ

年
後
に
一
族
が
夷
滅
さ
れ
る
懲
罰
が
下
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
宣
帝
紀
」
に
は
、
こ
の
ほ
か
紳
爵
元
年
（
前
六
一
）
六
月
と

黄
龍
元
年
（
前
四
九
）
三
月
に
彗
星
の
記
録
が
あ
る
が
、
班
固
は

そ
の
後
に
応
験
で
は
な
く
宣
帝
の
詔
を
記
し
、
宣
帝
の
深
い
反
省

と
自
戒
の
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
紳
爵
元
年
に
嘉
穀
玄
稜
•
神

爵
•
金
芝
九
痙
・
鳳
凰
等
々
、
立
て
続
け
に
祥
瑞
が
現
れ
た
と
言
う

の
は
、
災
異
に
敏
速
に
対
応
し
自
省
と
自
戒
の
顕
著
な
宜
帝
に
は

天
も
寛
大
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
霧
氏
一
族
を
誅
か
が
や

滅
し
た
後
に
親
政
を
敢
行
し
た
宣
帝
の
治
世
を
、
「
功
、
祖
宗
に
光

き
、
業
、
後
嗣
に
垂
る
。
中
興
と
謂
う
可
し
。
徳
を
殷
宗
・
周
宣
に

侯
し
く
す
」
（
宣
帝
紀
賛
）
と
称
え
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
。

元
帝
期
の
彗
星
記
録
は
初
元
五
年
（
前
四
四
）
四
月
の
一
例
で

あ
る
。
班
固
は
「
元
帝
紀
」
に
彗
星
出
現
後
に
元
帝
が
直
ち
に
下

し
た
詔
を
載
せ
、
「
元
元
の
失
望
、
上
、
皇
天
に
感
じ
、
陰
陽
、
嬰

を
為
し
、
咎
、
萬
民
に
流
れ
」
た
、
度
重
な
る
災
異
の
全
責
任
は

我
に
あ
る
と
自
ら
を
責
め
る
元
帝
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
寛

弘
に
し
て
下
を
盛
く
し
、
恭
倹
よ
り
出
で
、
琥
令
は
温
雅
に
し
て
、

古
え
の
風
烈
有
り
」
（
元
帝
紀
賛
）
と
称
賛
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

憔
民
政
策
が
多
く
う
た
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
「
天
文
志
」
に
は
「
彗
星
、
西
北
に
出
づ
゜

て
、
長
さ
八
尺
所
り
、
後
敷
日
に
し
て
長
さ
丈
餘
。
東
北
に
指
し
、

参
の
分
に
在
り
。
後
二
歳
餘
、
西
発
反
す
」
と
あ
り
、
永
光
二
年

（
前
四
二
）
秋
七
月
の
西
苑
叛
乱
を
初
元
五
年
四
月
の
彗
星
の
応

験
と
し
て
い
る
。
確
か
に
彗
星
の
予
占
す
る
戦
乱
と
解
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
が
、
西
苑
は
翌
三
年
春
に
平
定
さ
れ
て
い
る
。

「
元
帝
紀
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
帝
期
に
も
し
ば
し
ば
災

害
異
変
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
元
帝
は
そ
の
つ
ど
詔
を
発
し
て

災
異
の
責
め
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
元
帝
の
時
の
彗
星

も
元
帝
の
治
世
を
批
判
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

宣
帝
・
元
帝
と
対
照
的
に
扱
わ
れ
る
の
が
成
―
帝
で
あ
る
。
成
―
帝
の

時
の
二
例
は
建
始
元
年
（
前
三
二
）
正
月
と
元
延
元
年
（
前
十
二
）

七
月
で
、
本
紀
と
志
に
ず
れ
が
な
い
。
建
始
元
年
の
彗
星
を
天
が

下
し
た
災
異
と
恐
憚
し
た
成
帝
は
、
翌
二
月
に
詔
を
発
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
詔
に
は
お
よ
そ
内
省
す
る
様
子
は
見
え
な
い
。
「
露

公
、
孜
孜
と
し
て
百
寮
を
帥
先
し
、
朕
の
逮
ば
ざ
る
を
輔
け
よ
。

寛
大
を
崇
び
、
和
睦
を
長
じ
て
、
凡
事
、
己
を
恕
す
が
ご
と
く
し
、

苛
刻
を
行
う
こ
と
母
れ
。
其
れ
天
下
に
大
赦
し
、
自
新
す
る
を
得

し
め
よ
」
（
成
帝
紀
）
と
、
災
異
の
責
め
を
負
う
姿
勢
は
微
塵
も
な

い
。
元
延
元
年
の
彗
星
出
現
直
後
に
下
さ
れ
た
詔
で
も
、
「
乃
者
に

ぉ

日
蝕
し
て
星
隕
ち
、
談
、
天
に
見
わ
れ
、
大
異
、
重
俯
す
。
位
に

在
る
も
の
獣
然
と
し
て
、
忠
言
有
る
こ
と
竿
な
り
。
今
、
星
字
し

て
東
井
に
見
わ
る
。
朕
、
甚
だ
焉
れ
を
憫
る
。
公
卿
大
夫
・
博
士
・
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議
郎
、
其
れ
各
さ
心
を
悉
く
し
、
雙
の
意
を
惟
思
し
、
明
ら
か
に

経
を
以
て
射
え
よ
。
誰
む
所
有
る
こ
と
無
か
れ
。
云
々
」
と
、
昭

帝
や
宣
帝
の
詔
と
比
べ
る
と
災
異
に
対
し
て
自
ら
の
政
治
を
省
み

る
態
度
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
。

班
固
は
前
者
の
詔
の
後
に
「
舅
の
諸
吏
光
腺
大
夫
闘
内
侯
王
崇

を
封
じ
て
安
成
侯
と
為
す
。
舅
の
王
諏
・
商
・
立
・
根
・
逢
時
に
爵
闘

内
侯
を
賜
う
」
、
後
者
の
詔
の
後
に
「
是
の
歳
、
昭
儀
趙
氏
、
後
宮

の
皇
子
を
害
う
」
と
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
班
固
の
意
図
は
明
ら

か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
始
元
年
の
彗
星
は
後
（
河
平
二
年
）

に
誕
生
す
る
王
氏
五
侯
を
、
元
延
元
年
の
彗
星
は
成
帝
を
骨
抜
き

に
し
た
趙
飛
燕
姉
妹
を
暗
示
し
て
い
る
。

其
の
後
、
許
皇
后
、
後
宮
の
懐
任
せ
し
者
を
祝
阻
す
る
に
坐

し
て
阪
さ
る
。
趙
皇
后
、
妹
を
立
て
て
昭
儀
と
為
し
、
雨
皇

子
を
害
い
、
上
、
遂
に
嗣
無
し
。
趙
后
姉
妹
、
卒
に
皆
な
睾

に
伏
す
。
（
五
行
志
下
之
下
）

是
の
歳
、
趙
昭
儀
、
雨
皇
子
を
害
う
。
後
五
年
、
成
帝
崩
じ
、

昭
儀
自
殺
す
。
哀
帝
即
位
し
、
趙
氏
、
皆
な
官
爵
を
免
ぜ

ら
れ
、
遼
西
に
徒
さ
る
。
哀
帝
、
嗣
亡
し
。
平
帝
即
位
し
、

王
弄
、
事
を
用
い
、
成
―
帝
趙
皇
后
・
哀
帝
偲
皇
后
を
追
限
し
、

皆
な
自
殺
す
。
外
家
の
丁
・
偲
、
皆
な
官
爵
を
免
ぜ
ら
れ
、
合

浦
に
徒
さ
れ
、
故
郡
に
蹄
す
。

國
を
纂
う
。
（
同
上
）

平
帝
、

嗣
亡
く
、
弄
、
遂
に

「
五
行
志
」
で
は
、
前
者
は
「
将
に
懐
任
を
害
い
継
嗣
を
絶
つ

者
有
ら
ん
と
す
」
る
も
の
、
後
者
は
「
後
宮
女
妾
の
害
」
を
警
告

す
る
も
の
と
解
釈
し
、
天
が
彗
星
に
よ
っ
て
成
帝
に
譴
告
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
省
の
色
な
く
放
蕩
に
ふ
け
っ
て
政
治
を
な

い
が
し
ろ
に
し
た
成
帝
を
非
難
し
、
そ
の
結
果
、
成
帝
は
後
継
者

が
な
い
ま
ま
崩
じ
、
つ
い
に
は
漢
王
朝
滅
亡
を
導
い
た
。

前
漢
の
彗
星
記
録
は
哀
帝
が
最
後
と
な
る
。
「
哀
＿
帝
紀
」
に
は
建

平
三
年
（
前
三
六
）
三
月
己
酉
と
あ
る
が
、
「
天
文
志
」
で
は
前
年

の
二
月
に
「
牽
牛
に
出
づ
る
こ
と
七
十
餘
日
」
と
あ
る
。
本
紀
で

は
彗
星
の
観
測
記
録
だ
け
で
あ
る
が
、
「
天
文
志
」
で
は
次
の
よ
う

に
解
説
し
て
い
る
。

偲
に
曰
く
、
「
彗
は
普
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
所
以
な
り
。

牽
牛
は
日
・
月
・
五
星
の
従
り
て
起
こ
る
所
、
暦
敷
の
元
、
三

正
の
始
。
彗
と
し
て
之
れ
に
出
づ
る
は
、
改
更
の
象
な
り
。

其
の
出
づ
る
こ
と
久
し
き
は
、
其
の
事
を
大
と
為
す
な
り
」

と
こ
こ
で
も
旧
来
の
「
故
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
」
を
よ
り
所

に
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
予
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
彗
星
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六

の
応
験
は
「
其
の
後
、
卒
に
王
弄
纂
國
の
禍
有
り
」
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
七
十
余
日
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
観
測
さ
れ

た
こ
と
は
、
事
の
重
大
さ
を
連
想
さ
せ
る
。
果
た
し
て
哀
―
帝
は
在

位
七
年
足
ら
ず
で
崩
御
し
、
元
壽
二
年
（
前
一
）
、
わ
ず
か
九
歳
の

平
帝
が
即
位
し
た
も
の
の
、
間
も
な
く
病
に
冒
さ
れ
数
年
後
に
崩

御
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
を
継
い
だ
の
が
二
歳
の
襦
子
嬰
で
、
こ

こ
に
王
葬
が
摘
皇
帝
と
な
っ
た
。
高
祖
三
年
の
彗
星
の
応
験
が
「
（
楚

の
）
王
位
を
除
」
い
て
新
た
に
高
祖
に
王
位
を
布
い
た
と
す
る
（
高

帝
紀
上
）
の
で
あ
れ
ば
、
全
く
同
じ
理
屈
で
言
え
ば
、
こ
の
時
の

彗
星
は
漢
の
王
位
を
廃
除
し
、
次
の
新
た
な
統
治
者
王
弄
に
王
位

を
公
布
す
る
こ
と
で
応
験
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
後
漠
書
』
と
『
績
漢
書
』

後
漢
の
彗
星
記
録
は
見
事
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
『
史

記
』
や
『
漢
書
』
と
違
い
、
『
後
漢
書
』
本
紀
と
晉
・
司
馬
彪
『
績

漢
書
』
天
文
志
と
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
。

後
漢
に
入
る
前
に
、
王
弄
の
時
に
観
測
さ
れ
た
と
い
う
二
度
の

彗
星
記
録
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
漢
書
』
王
弄
偲
に
は
、

始
建
國
五
年
(
-
三
）
十
一
月
と
地
皇
三
年
（
二
ニ
）
十
一
月
に

彗
星
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
『
漢
書
』
天
文
志
・
五
行
志
、
い
ず

れ
に
も
そ
の
応
験
は
見
え
な
い
。

始
建
國
五
年
の
彗
星
は
、
「
王
弄
偲
中
」
に
「
（
現
れ
て
か
ら
）

二
十
餘
日
に
し
て
見
え
ず
」
と
あ
る
だ
け
で
、
班
固
は
特
に
コ
メ

ン
ト
し
な
い
。
す
で
に
王
弄
の
断
行
し
た
経
済
改
革
は
こ
と
ご
と

く
破
綻
を
来
し
、
前
年
の
始
建
國
四
年
に
は
井
田
制
復
活
も
断
念

し
て
い
た
。
さ
ら
に
西
域
諸
国
の
叛
乱
も
絶
え
ず
、
王
弄
へ
の
反

発
は
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
だ
が
。

後
者
の
地
皇
三
年
の
彗
星
も
現
れ
て
五
日
で
見
え
な
く
な
っ
た
。

地
皇
三
年
と
言
え
ば
王
弄
の
死
の
前
年
で
あ
る
。
王
弄
が
首
を
か

き
切
ら
れ
屍
を
八
つ
裂
き
に
さ
れ
て
悲
惨
な
最
後
を
遂
げ
た
の
は
、

こ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
班
固
は
こ
こ
に
「
葬
、
敷
4
太
史
令

、
つ
わ

宗
宣
・
諸
4

の
術
敷
家
を
召
問
す
る
に
、
皆
な
謬
り
て
射
え
て
言
え

ら
く
、
天
文
は
安
善
な
り
、
箪
賊
、
且
に
滅
び
ん
と
す
と
。
弄
、

差
4
以
て
自
ら
安
ん
ず
」
（
王
弄
偲
下
）
と
記
し
て
、
そ
の
欺
晰
性

を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
績
漢
書
』
は
次
の
よ
う
に

解
説
す
る
。

王
弄
地
皇
三
年
十
一
月
、
星
、
張
に
占
子
す
る
有
り
、
東
南
し

て
行
り
、
五
日
に
し
て
見
え
ず
。
字
星
は
悪
氣
の
生
ず
る
所
、

も
と

乱
兵
と
為
す
。
其
の
徳
に
字
る
所
以
。
字
徳
は
乱
の
象
、
不

明
の
表
。
又
た
参
然
と
し
て
字
す
る
は
、
兵
の
類
な
り
。
故

に
名
づ
け
て
字
と
曰
う
。
字
の
言
為
る
、
猶
お
傷
害
す
る
所

有
り
て
、
妨
蔽
す
る
所
有
る
が
ご
と
し
。
或
い
は
之
れ
を
彗
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星
と
謂
う
は
、
椴
れ
た
る
を
除
い
て
新
し
き
を
布
く
所
以
な

り
。
（
天
文
志
上
）

こ
の
彗
星
は
戦
乱
の
兆
し
で
は
あ
る
が
、
「
故
き
を
除
い
」
で
は

な
く
「
稿
れ
た
る
を
除
い
て
新
し
き
を
布
く
」
こ
と
の
兆
し
と
す

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
汚
れ
た
王
弄
を
排
斥
し
光
武
帝
が
新
し

い
時
代
を
切
り
開
く
と
い
う
意
で
あ
る
。
確
か
に
士
衆
数
万
人
を

殺
裁
す
る
惨
事
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
「
光
武
、
河
北
に
興
り

て
、
復
た
錐
陽
に
都
し
、
周
の
地
に
居
」
し
た
、
こ
れ
こ
そ
「
椴

れ
た
る
を
除
い
新
し
き
を
布
く
所
以
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
光
武
帝
が
漢
王
朝
を
復
興
し
て
以
降
に
現
れ
た
彗
星
は
、

『
後
漢
書
』
本
紀
で
は
光
武
帝
一
例
、
明
帝
二
例
、
章
―
帝
二
例
、

安
帝
一
例
、
順
帝
一
例
、
桓
帝
二
例
、
窟
帝
四
例
、
獄
帝
七
例
で
、

和
帝
の
時
に
は
な
い
（
注
19)°

こ
れ
ら
を
『
績
漢
書
』
天
文
志
と
対

比
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
本
紀
と
合
致
す
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
で
は
「
天
文
志
」
に
記
す
応
験
の
み
を
列
挙
す
る
。

光
武
帝
建
武
十
五
年
（
三
九
）

是
の
時
、
郭
皇
后
、
已
に
疏
ん
ぜ
ら
れ
、
十
七
年
十

月
に
至
り
、
遂
に
限
さ
れ
て
中
山
太
后
と
為
り
、
陰

貴
人
を
立
て
て
皇
后
と
為
す
。
宮
を
除
く
の
象
な
り
。

（
天
文
志
上
）

安
帝

章
帝

明
帝

建
武
三
十
年
（
五
四
）

後
三
年
、
光
武
帝
崩
ず
。
（
天
文
志
上
）

永
平
三
年
（
六

O
)

是
の
歳
、
伊
・
維
の
水
溢
れ
、
津
城
門
に
到
り
て
、

伊
橋
を
壊
つ
。
郡
七
、
縣
三
十
二
、
皆
な
大
水
あ
り
。

（
天
文
志
中
）

永
平
十
八
年
（
七
五
）

其
の
八
月
壬
子
、
孝
明
帝
崩
ず
。
（
天
文
志
中
）

建
初
元
年
（
七
六
）

是
の
時
、
横
夷
陳
縦
等
及
び
哀
牢
王
類
牢
反
し
、

煽
唐
城
を
攻
む
。
永
昌
の
太
守
王
尋
、
楳
楡
に
走
奔

し
、
安
夷
の
長
宋
延
、
発
の
殺
す
所
と
為
る
。
武
威

の
太
守
偲
育
を
以
て
護
姜
校
尉
を
領
し
、
馬
防
、
車

騎
将
軍
を
行
り
て
西
姜
を
征
す
。
又
た
阜
陵
王
延
、

子
男
紡
と
謀
反
し
、
大
逆
無
道
に
し
て
、
誅
せ
ら
れ

ざ
る
を
得
る
も
、
阪
さ
れ
て
侯
と
為
る
。
（
天
文
志

中）

建
初
二
年
（
七
七
）

後
四
年
六
月
癸
丑
、
明
徳
皇
后
崩
ず
。
（
天
文
志
中
）

永
初
三
年

(
1
0
九）

是
の
後
、
先
・
底
を
し
て
賊
李
貴
を
討
た
し
め
、
又

た
烏
桓
を
し
て
鮮
卑
を
撃
た
し
め
、
又
た
中
郎
将
任
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霰
―
帝

桓
帝
順
帝

尚
・
護
発
校
尉
馬
賢
を
し
て
発
を
撃
た
し
む
。
皆
な

降
る
。
（
天
文
志
中
）

永
和
六
年
(
-
四
一
）

其
の
後
、
鯰
献
后
、
憂
を
以
て
死
し
、
梁
氏
、
誅
さ

る
。
是
れ
其
の
應
な
り
。
（
天
文
志
中
）

建
和
三
年
(
-
四
九
）

和
平
元
年
(
-
五

O
)
二
月
甲
寅
に
至
り
、
梁
太
后

崩
じ
、
梁
翼
、
盆
4
縣
風
す
。
（
天
文
志
下
）

延
蕉
四
年
(
-
六
一
）

後
四
年
、
部
后
、
憂
を
以
て
死
す
。
（
天
文
志
下
）

光
和
元
年
(
-
七
八
）

初
平
元
年
(
-
九

O
)
に
至
り
、
猷
帝
、
長
安
に
遷

都
す
。
（
天
文
志
下
）

光
和
三
年
(
-
八

O
)

後
四
年
、
京
都
、
大
い
に
兵
を
殺
し
て
黄
巾
の
賊
を

撃
つ
。
（
天
文
志
下
）

光
和
五
年
(
-
八
二
）

中
平
六
年
(
-
八
九
）
に
至
り
、
宮
車
晏
駕
す
。
（
天

文
志
下
）

中
平
五
年
(
-
八
八
）

明
年
四
月
、
宮
車
晏
駕
す
。
（
天
文
志
下
）

献
帝

初
平
四
年
(
-
九
三
）

是
の
時
、
上
、
長
安
に
在
り
、
後
一
(
-
九
五
）
、

東
遷
し
、
明
年
(
-
九
六
）
七
月
、
錐
陽
に
至
り
、

其
の
八
月
、
曹
公
、
上
を
迎
え
て
許
に
都
す
。
（
天

文
志
下
）

建
安
五
年
（
二

0
0
)
 

其
の
年
の
十
一
月
、
紹
の
軍
、
曹
公
の
破
る
所
と
為

る
。
七
年
夏
、
紹
死
し
、
後
、
曹
公
、
遂
に
翼
州

を
取
る
。
（
天
文
志
下
）

建
安
九
年
（
二

0
四）

応
験
な
し
。

建
安
十
一
年
（
二

0
六）

占
に
日
く
、
「
彗
星
、
太
微
宮
を
掃
え
ば
、
人
主
、

位
を
易
う
」
と
。
其
の
後
、
魏
の
文
帝
、
祠
を
受
く
。

（
天
文
志
下
）

建
安
十
二
年
（
二

0
七）

明
年
秋
、
表
卒
し
、
以
て
小
子
踪
自
ら
代
わ
る
。

曹
公
、
将
に
荊
州
を
伐
た
ん
と
し
、
踪
、
櫂
れ
て
軍

を
畢
げ
て
公
に
詣
り
て
降
る
。
（
天
文
志
下
）

建
安
十
七
年
（
ニ
―
二
）

是
の
時
、
盆
州
の
牧
劉
瑶
は
盆
州
に
腺
り
、
漢
中
の

太
守
張
魯
は
別
に
漢
中
に
拇
り
、
韓
遂
は
涼
州
に
捩
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り
、
宗
建
は
別
に
抱
竿
に
腺
る
。
明
年
冬
、
曹
公
、

偏
将
を
遣
わ
し
て
涼
州
を
撃
た
し
む
。
十
九
年
、
宗

建
を
獲
、
韓
遂
、
先
中
に
逃
げ
病
死
す
。
其
年
の
秋
、

琉
、
盆
州
を
失
す
。
二
十
年
秋
、
曹
公
、
漢
中
を
攻

め
、
魯
降
る
。
（
天
文
志
下
）

建
安
二
十
三
年
（
ニ
―
八
）

占
に
曰
く
、
「
晉
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
の
象
な

り
」
と
。
（
天
文
志
下
）

以
上
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
『
績
漢
書
』
天
文
志
で
は
彗

星
の
応
験
は
光
武
帝
よ
り
専
ら
天
子
の
崩
御
か
皇
后
・
太
后
の
甍
去

と
さ
れ
て
い
る
。
崩
御
・
斃
去
で
な
け
れ
ば
光
武
帝
の
郭
皇
后
の
よ

う
に
廃
さ
れ
る
か
猷
―
帝
の
時
の
遷
都
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
来

彗
星
に
賦
与
さ
れ
た
予
兆
で
あ
る
戦
乱
や
反
乱
、
あ
る
い
は
謀
反

な
ど
は
菫
帝
建
初
元
年
・
安
帝
永
初
三
年
・
露
帝
光
和
三
年
の
三
例

の
み
で
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
例
外
的
応
験
と
な
っ
て
い
る
。
始
皇

七
年
に
夏
太
后
が
甍
じ
、
武
帝
建
元
三
年
に
陳
皇
后
が
廃
さ
れ
た

こ
と
が
例
外
で
あ
っ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

更
に
、
上
に
「
応
験
な
し
」
と
し
た
建
安
九
年
で
あ
る
が
、
司

馬
彪
は
建
安
九
年
の
「
星
、
東
井
の
輿
鬼
に
字
す
、
軒
帳
の
太
微

に
入
る
有
り
」
と
、
建
安
十
一
年
の
「
星
、
北
斗
に
字
す
。
首
は

斗
の
中
に
在
り
、
尾
は
紫
宮
を
貫
き
、
北
辰
に
及
ぶ
」
と
を
一
括

し
て
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
引
用
す
る
占
「
彗
星
、
太
微
宮
を
掃

え
ば
、
人
主
、
位
を
易
う
」
は
、
実
際
に
は
建
安
九
年
の
彗
星
に

対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
司
馬
彪
は
な
ぜ
十
一
年
の

彗
星
に
言
及
し
な
い
の
か
。

北
斗
を
犯
す
彗
星
は
、
す
で
に
「
『
春
秋
』
に
見
る
彗
星
予
言

（
一
）
・
（
二
）
」
に
お
い
て
、
文
公
十
四
年
の
彗
星
記
録
で
考
察

し
た
よ
う
に
、
漢
代
以
降
は
「
北
斗
は
人
君
の
象
、
字
星
は
風
臣

の
類
、
纂
殺
の
表
な
り
」
（
『
漢
書
』
五
行
志
下
之
下
所
引
の
劉
向

の
説
）
が
一
般
的
な
解
釈
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
占

に
よ
る
な
ら
、
司
馬
彪
は
曹
操
を
「
乱
臣
の
類
」
と
認
め
た
こ
と

に
な
り
、
献
帝
か
ら
曹
王
（
文
＿
帝
）
へ
の
禅
譲
は
「
纂
殺
の
表
」

と
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
亡
国
・
乱
君
・
陰
謀
•
動
乱
・
用
兵
・
戦
闘
、

あ
る
い
は
飢
饉
や
疾
病
を
予
測
さ
せ
る
凶
星
と
し
て
古
来
恐
れ
ら

れ
た
彗
星
は
、
漢
代
以
降
も
し
ば
し
ば
現
れ
て
人
々
を
不
安
に
陥

れ
た
。
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
で
は
本
紀
と
志
の
間
に
矛
盾
や
不
整

合
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
伺
う
こ
と
の
で
き
る
司
馬
遷
や
班

固
の
彗
星
観
は
、
基
本
的
に
「
凶
椴
を
掃
除
し
、
故
き
を
除
い
新

し
き
を
布
く
。
故
に
掃
星
と
言
う
」
（
『
石
氏
占
』
）
の
思
想
を
継

お
わ
り
に
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承
す
る
も
の
で
あ
る
。

漢
代
、
天
文
観
測
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
天
体
の
異
常
現
象
は
、

ほ
と
ん
ど
が
社
会
に
鳴
ら
す
警
鐘
の
役
割
を
担
っ
た
。
彗
星
も
例

外
で
は
な
い
。
司
馬
遷
に
は
彗
星
を
天
の
譴
責
と
す
る
明
確
な
考

え
は
な
い
が
、
班
固
は
災
異
説
に
基
づ
い
て
前
漢
の
彗
星
記
録
か

ら
時
の
政
治
を
分
析
し
、
天
子
の
軽
挙
や
不
仁
、
皇
后
や
外
戚
の

職
恣
・
専
横
、
更
に
は
司
馬
遷
の
意
を
受
け
て
武
帝
に
よ
る
匈
奴
討

伐
や
朝
鮮
撃
破
に
よ
る
中
国
の
疲
弊
を
批
判
し
て
い
る
。
同
時
に
、

班
固
は
災
異
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
身
を
正
す
宣
帝
や
元
帝
に
は

実
に
好
意
的
で
、
彗
星
の
悪
し
き
応
験
は
無
き
に
等
し
く
、
最
も

激
し
く
非
難
攻
撃
す
る
成
帝
と
対
照
的
で
あ
る
。

『
漢
書
』
が
「
天
文
志
」
の
み
な
ら
ず
「
五
行
志
」
に
も
彗
星

の
応
徴
を
記
録
す
る
の
に
対
し
て
、
司
馬
彪
は
惑
星
を
は
じ
め
彗

星
や
流
星
（
客
星
）
な
ど
の
現
象
を
す
べ
て
「
天
文
志
」
に
収
め

た
。
日
食
・
月
食
・
虹
．
雨
な
ど
の
天
体
現
象
や
気
象
は
「
五
行
志
」

に
立
て
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
そ
の
区
別
は
明
確
で
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
彗
星
は
服
妖
．
鶏
禍
・
羊
禍
・
訛
言
な
ど
の
不
可
思
議
な

妖
象
と
別
扱
い
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
る
。
泰
始
三
年
（
ニ

六
七
）
、
晉
の
武
帝
が
星
辰
識
緯
の
学
を
禁
止
し
た
こ
と
の
影
響
か

ら
、
司
馬
彪
は
星
辰
の
記
録
を
「
天
文
志
」
に
一
括
し
「
五
行
志
」

と
峻
別
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
司
馬
彪
も
「
天
文
志
上
」
に
、
「
字
星
は
悪
氣

の
生
ず
る
所
、
乱
兵
と
為
す
。
其
の
徳
に
字
る
所
以
。
字
徳
は
乱

の
象
、
不
明
の
表
。
…
…
或
い
は
之
れ
を
彗
星
と
謂
う
は
、
椴
れ

た
る
を
除
い
て
新
し
き
を
布
く
所
以
な
り
」
と
言
い
、
司
馬
遷
や

班
固
と
同
様
、
古
来
の
彗
星
観
を
踏
襲
し
て
い
る
。
彗
星
は
確
か

に
暗
い
未
来
を
予
測
さ
せ
る
が
、
同
時
に
彗
星
は
そ
の
審
を
も
っ

て
古
い
世
界
を
掃
除
し
新
し
い
時
代
を
開
く
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し

救
い
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
た
と
え
天
子
の
崩
御
や
皇
后
・
太
后

の
斃
御
が
あ
ろ
う
と
、
否
、
む
し
ろ
「
凶
稿
」
な
る
天
子
や
皇
后
、

あ
る
い
は
外
戚
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
し
て
絶
望
的

に
な
る
こ
と
な
く
、
未
来
に
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
古
代

人
の
健
全
な
精
神
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
9
)

「
六
國
年
表
」
に
記
録
さ
れ
る
秦
腐
共
公
七
年
（
周
元
王
七
年
）
．

同
十
年
（
周
貞
王
二
年
）
・
秦
孝
公
元
年
（
周
顕
王
八
年
）
の
三
度
の

彗
星
記
録
は
「
秦
本
紀
」
に
記
録
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
司
馬
遷
の
意

図
を
読
み
取
る
こ
と
は
憶
測
に
過
ぎ
る
が
、
「
秦
本
紀
」
で
彗
星
記
録

が
特
記
さ
れ
る
昭
襄
王
が
始
皇
帝
の
曾
祖
父
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
く
。

(10)

「
秦
始
皇
本
紀
」
で
は
始
皇
七
年
に
二
度
の
彗
星
が
記
録
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
将
軍
蒙
驚
と
夏
太
后
の
死
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
人

注
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は
始
皇
帝
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
前
時
代
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
九
年
の
謬
毒
一
族
の
一
掃
と
呂
不
章
の
断
罪
と
は
始
皇
帝
自
身
に

直
接
関
与
す
る
問
題
で
あ
る
。
「
六
國
年
表
」
が
七
年
に
「
彗
星
、
北

方
・
西
方
に
見
わ
る
。
夏
太
后
脆
ず
。
蒙
死
す
」
と
一
括
し
て
記
す

の
に
対
し
て
、
九
年
に
こ
と
さ
ら
「
彗
星
、
復
た
見
わ
る
」
と
記
し

た
所
以
で
あ
ろ
う
か
。

(11)
拙
著
『
中
國
古
代
の
「
謡
」
と
「
予
言
」
』
（
創
文
社
、
一
九
九
九

年
）
第
六
章
第
二
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(12)
『
漢
書
』
に
は
景
帝
三
年
の
「
長
星
」
の
記
録
は
な
い
が
、
「
文
帝

紀
」
の
顔
師
古
注
に
文
穎
の
説
と
し
て
、
「
字
・
彗
・
長
三
星
、
其
占
略

同
。
然
其
形
象
小
異
。
字
星
光
ピ
短
、
其
光
四
出
蓬
蓬
字
字
也
。
彗

星
光
芭
長
、
参
参
如
掃
彗
。
長
星
光
芭
有
一
直
指
、
或
覚
天
、
或
十

丈
、
或
三
丈
、
或
二
丈
、
無
常
也
。
大
法
、
字
・
彗
星
多
為
除
倍
布
新
、

火
災
、
長
星
多
為
兵
革
事
」
と
あ
る
。

(13)
淮
南
王
の
謀
反
と
武
帝
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
第
二
章
を
参
照

さ
れ
た
い
。

(14)
景
帝
・
武
帝
の
本
紀
と
の
不
統
一
は
、
司
馬
遷
の
手
に
な
る
「
孝
景

本
紀
」
及
び
「
孝
武
本
紀
」
が
早
く
に
破
棄
さ
れ
、
現
行
の
も
の
は

後
世
の
筆
に
よ
る
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
景
帝

本
紀
を
作
る
や
、
其
の
短
を
極
言
し
、
武
帝
の
過
に
及
ぶ
。
―
帝
、
怒

り
て
之
れ
を
削
去
す
」
（
『
西
京
雑
記
』
巻
六
）
や
魏
の
張
晏
の
説
「
遷

没
せ
し
の
後
、
景
紀
・
武
紀
・
證
書
・
榮
書
・
兵
書
・
漢
興
以
来
将
相
年
表
・

日
者
列
偲
・
三
王
世
家
・
亀
策
列
偲
・
偲
斬
列
偲
亡
し
。
元
・
成
の
間
、

猪
先
生
、
訣
を
補
い
、
武
帝
紀
・
三
王
世
家
・
亀
策
・
日
者
偲
を
作
る
も
、

文
辟
郡
階
。
遷
の
本
意
に
非
ざ
る
な
り
」
（
『
漢
書
』
司
馬
遷
偲
の
顔

師
古
注
所
引
）
が
そ
の
ま
ま
真
実
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
彗
星

記
録
だ
け
か
ら
見
て
も
確
か
に
両
本
紀
は
不
自
然
に
過
ぎ
る
か
ら
で

あ
る
。

(15)
原
文
は
「
淮
陽
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
淮
南
」
の
間
違
い
で
あ

ろ
う
。

(16)

班
固
が
武
帝
の
武
功
を
評
価
し
な
い
こ
と
は
、
趙
翼
の
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
『
廿
二
史
剖
記
』
巻
第
二
「
漢
書
武
帝
紀
賛
不
言

武
功
」
）
。

(17)

こ
の
予
言
は
董
仲
舒
の
災
異
説
を
政
治
に
取
り
込
ん
だ
最
初
の
も

の
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
。
前
掲
拙
著
第
三
章
第
一
節
に
詳
し
い
。

(18)

「
五
行
志
上
」
に
は
、
天
は
昭
帝
天
鳳
四
年
（
前
七
七
）
五
月
丁
丑

の
孝
文
廟
の
火
災
で
も
雹
光
に
戒
告
し
て
い
た
と
言
う
。

(19)
和
帝
期
に
は
彗
星
の
記
録
が
な
い
か
わ
り
に
、
流
星
の
親
測
記
録

が
目
立
つ
。
『
績
漢
書
』
天
文
志
も
和
帝
期
は
専
ら
流
星
を
巡
っ
て
解

析
す
る
。
流
星
の
予
言
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
論
ず
る
。

(64) 


